
　対応している

　　持っていない 持っている

違う 同じ

★戸籍とは、出生から死亡までの身分事項の登録を公簿するためのもの

★附票とは、住所歴が記載してあるもの　「戸籍の附票」ともいいます。

　　　　　（※戸籍に附随するので、その戸籍に掲載されている間の住所歴）

　していない

コンビニ交付は、川辺町の住民であればすぐに住民票等の交付ができます。

戸籍謄（抄）本も、本籍地が川辺町であれば、簡単に取得できます。

しかし、本籍地が川辺町以外の場合は、下記のとおりとなります。

別紙 戸籍と附票
フヒョウ

の発行について

あなたの本籍地の自治体が戸籍の

コンビニ交付に対応している

コンビニ交付できない

マイナンバーカードを

持っている

現住所と本籍地の

自治体が同じ

事前申請が必要（５営業日）

※キオスク端末で操作

コンビニ交付できる


